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田辺市農業委員会議事録 

令和２年６月１０日（水）午後２時 田辺市教育研究所 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１６名 

１番 山崎 清弘  ２番 鈴木 明  ３番 棒引 昭治  ４番 前田 登         

 ５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司  ７番 廣田 純一郎  ８番 瀧本 和明 

１０番 青木 登  １２番 鈴木 直孝  １３番 上森 力  １５番 岡上 達  

１６番 川井 洋之  １７番 長嶝 博司  １９番 峯園 五郎  

欠席者 ９番 田中 壽一  １１番 日下 崇  １４番 上中 悠司 

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 山田富次 企画員 片井恵子 

会議録署名委員  １９番 峯園 五郎  １番 山崎 清弘 

     

議    長   皆さん、こんにちは。やっと恵みの雨が降って喜んでいるところです。色々

と話したいことはありますが、時間の関係上、皆さんが本日出席いただき、

皆さんの顔を拝見することができたので安心しているところです。事務局

で長年お世話頂いていた、井口さんが５月末をもちまして辞められました。

代わりにこの６月から、会計年度任用職員として、尾崎紗矢さんが着任さ

れましたので、一言ご挨拶をお願いします。 

尾﨑 事務員   尾﨑紗矢といいます。一生懸命頑張りたいと思っていますので、どうぞ、 

         よろしくお願いいたします。 

議    長   それでは、最初に田辺市農業振興地域整備促進協議会を開催致します。田

辺農業振興地域整備計画変更申請について事務局の説明をお願い申し上げ

ます。 

農振課 岡本   田辺農業振興地域整備計画変更申請の除外申請について説明いたします。

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，１

２７㎡、他１筆、合計２，１０９㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は梅畑です。以上１件、編入合計２，１０９㎡です。２番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６０５㎡、地目は登記

簿、現況共に田、申請の理由は病院兼住宅です。３番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は３，０８５㎡、他１筆、合計４，

０４５㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は太陽光発電施設です。

４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は７９３

㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は分譲住宅です。５番、○○

○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，２４６㎡、地

目は登記簿、現況共に田、申請の理由は分譲住宅です。６番、○○○、○

○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６９９㎡、地目は登記簿

が田、現況が畑、申請の理由は分譲住宅です。７番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は４６㎡、地目は登記簿、現況共に

畑、申請の理由は農業用施設です。８番、○○○、○○○○、土地の所在

は○○○字○○○○、面積は３５２㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請

の理由は一般住宅です。９番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字

○○○○、面積は６４８㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は一
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般住宅です。１０番、○○○、○○○○、相続人、○○○○、土地の所在

は○○○字○○○○、面積は８４㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は進入路です。１１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○

○○○、面積は２９５㎡、他１筆、合計３０２．３０㎡、地目は登記簿、

現況共に畑、申請の理由は駐車場です。１２番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、面積は１，１９６㎡、地目は登記簿、現況共

に畑、申請の理由は太陽光発電施設です。１３番、○○○、○○○○、土

地の所在は○○○字○○○○、面積は１，８９５㎡、他１筆、合計１，９

７０㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は太陽光発電施設です。

１４番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９７

９㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は太陽光発電施設です。１

５番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，０

７４㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は分譲住宅です。１６番、

○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９９１㎡、地

目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は分譲住宅です。１７番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３９４㎡、地目は登記

簿、現況共に畑、申請の理由は一般住宅です。１８番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は５８㎡、地目は登記簿、現況共に

畑、申請の理由は駐車場です。１９番、○○○、○○○○、土地の所在は

○○○字○○○○、面積は２０４㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の

理由は太陽光発電施設です。 

田辺農業振興地域整備計画変更申請、編入１件、編入合計は２，１０９㎡、

除外１８件、除外合計は１５，６８６．３０㎡です。総計は１３，５７７．

３０㎡です。 

続きまして、龍神農業振興地域整備計画変更申請です。 

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は４０６

㎡、他１筆、合計６８３㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太

陽光発電施設です。 

龍神農業振興地域整備計画変更申請、除外１件、除外合計は６８３㎡です。 

続きまして、中辺路農業振興地域整備計画変更申請です。 

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は６８０

㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、申請の理由は公園整備です。２番、○

○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は２６３㎡、他２

筆、合計１，１８２㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光

発電施設です。 

中辺路農業振興地域整備計画変更申請、除外２件、除外合計は１，８６２

㎡です。 

続きまして、大塔農業振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○

○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３６２㎡、他３筆、合計

１，６２１㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光発電施設

です。２番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は

１５４㎡、他５筆、合計１，４８３㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請
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の理由は太陽光発電施設です。３番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、面積は６７８㎡、他１筆、合計９８８㎡、地目は登記簿、

現況共に田、申請の理由は太陽光発電施設です。４番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は５７５㎡、他１筆、合計１，３３

３㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太陽光発電施設です。５

番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は４７６㎡、

他３筆、合計１，７３２㎡、地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は太

陽光発電施設です。 

大塔農業振興地域整備計画変更申請、除外５件、除外合計は７，１５７㎡

です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、田辺農業振興地域整備計画変更

申請について、逐条審議をお願い申し上げます。１番 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、異議なしとのことです。 

議    長   続きまして、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番から６番について異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番８番について異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番について異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番１１番について異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議なしとのことです。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議なしとのことです。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番から１８番について異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議なしとのことです。 

議    長   はい、田辺農業振興地域整備計画変更申請の１９件について異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせて頂きます。続きまして、龍神農業振興地

域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、龍神農業振興地域整備計画変更申請の１件について、異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせて頂きます。続きまして、中辺路農業振興

地域整備計画変更申請の１番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。１番２番について、異議なしとのことです。 

議    長   はい、中辺路農業振興地域整備計画変更申請の２件について、異議なしと

のことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせて頂きます。続きまして、大塔農業振興地

域整備計画変更申請の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から５番について、異議ございません。 

議    長   はい、大塔農業振興地域整備計画変更申請の５件について、異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせて頂きます。続いて、農用地利用集積計画

の合意解約の報告について、事務局からの説明をお願いします。 

農振課 稲垣   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、田、６４４㎡、他２筆、合計１，６３２㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約

をした日は令和２年５月２０日です。２番、○○○字○○○○、田、４５

６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合

意解約をした日は令和２年５月７日です。以上２件報告します。 

議    長   只今の合意解約についての報告に、ご意見ご質問ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   ないようですので、報告とさせていただきます。続きまして、田辺市農業

経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定について、

事務局から説明をお願いします。 

農振課 稲垣   田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権設定に

ついて説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、畑、４，１４

０㎡、他７筆、合計２１，７８２．１１㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、全体で年間３万円・口座払い、

期間は令和２年６月１０日から令和７年６月９日の新規です。２番、○○

○字○○○○、田、７３０㎡、他１筆、合計１，４３７㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は、○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は令

和２年７月１日から令和８年６月３０日の新規です。３番、○○○字○○

○○、田、６４４㎡、他３筆、合計３，００７㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借のさつまいも、期間は令和２

年７月１日から令和７年６月３０日の新規です。４番、○○○字○○○○、

畑、１，３９２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は令和２年７月１日から令和７年６月３０日の新

規です。５番、○○○字○○○○、田、５３１㎡、他２筆、合計２，２５

８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借

の水稲、期間は令和２年７月１日から令和５年６月３０日の新規です。合

計５件、１８筆、２９，８７６．１１㎡、貸し手５名、借り手２名です。

ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございます。田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基
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本的な構想による利用権の設定について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、異議ございません。 

議    長   続きまして、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番について異議なしとのことです。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番について異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番について異議ございません。 

議    長   はい、以上５件について、異議なしとのことでございます。そのように取

り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせて頂きます。以上で、基盤法に係る議案は

終了しました。岡本君、稲垣君、有難うございました。 

         （岡本・稲垣退席） 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、

田中委員さん、日下委員さん、上中委員さんより欠席の届けが出てござい

ます。本日の会議録署名委員に、１９番峯園委員さん、１番山崎委員さん

よろしくお願いいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請

について、議案第２号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５

条申請について、議案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の照

明願について、議案第５号農地利用最適化推進委員の委嘱について、報告

第１号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、上程

させていただきます。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事

務局の説明をお願いします。 

片井 企画員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は２９７㎡、他２筆、合計１，０２４㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。２番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１２，０１３㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は３０７

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は１，１８７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

贈与です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は３２５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、売買です。以上５件について書類を審査したところ、常時従事、

全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件

には該当していませんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。

ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 
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議    長   はい、ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。１

番からお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、異議ございません。 

議    長   続きまして、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番５番について異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請５件、異議なしとのことでございます。 

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

山田  係長   ３ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は２

３０㎡、所有者は○○○、○○○○、相続人は○○○、○○○○、○○○、

○○○○、○○○、○○○○、○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐

車場２３０㎡、着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内

外は用途外となっています。隣接同意、水利同意は不要です。始末書が添

付されております。この土地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）に

ありますので、第３種農地です。２番、土地の所在は、○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は６９８㎡、所有者は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は梅加工場１棟２００㎡、梅干場４９８㎡、合計６９８

㎡、着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の内外は令和２

年１月２８日抜きとなっています。隣接同意、水利同意はございます。こ

の土地は周囲を道路と山林に囲まれた農地で、第２種農地です。以上２件

につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第４条第

２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろしく

お願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、農地法第４条申請について、現

地調査の代表委員の方の所見を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査報告を行います。６月８日午前９時、大塔行政

局に○○委員さん、岡内局長、山田係長、私の４名が集合して龍神の案件

に向かいました。今回の現地調査対象案件は、農地法第２条による農地で

ない旨の証明願いが２件、農地法第４条による許可申請が２件、農地法第

５条による許可申請が４件で合計８件であります。それでは、議案の順序

により、議案第２号４条申請について、私から報告します。１番の案件に

つきましては、相続が開始されておりますが、相続登記がすんでいないた

め、相続人４名の連記となっております。現況は、休耕畑２３０㎡となっ

ておりますが、すでに工事が行われており、砕石を引き詰めた立派な駐車

場になっておりました。農地法の認識不足により、整地をしてしまいまし
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た。何卒寛大なるご配慮をお願いしますとの始末書が添付されていました。

工事施工での切土、盛土はなく、雨水等の処理は、自然浸透と隣接する側

溝へ排水することになっております。隣接状況は、公衆道路を除く東西南

北すべてが、宅地であるところから問題ないと考えます。２番につきまし

ては、○○○○より北東約１．５ｋｍに位置する普通畑６９８㎡に、盛土

１ｍを行い、締固めの上、加工工場と梅干場を整理するものです。雨水等

の排水は、北側に新設する側溝を経由して東側水路へ排水します。隣接状

況は、南側は申請人の所有畑で、東側・西側・北側にある畑の全員の同意

を得ております。また、水利組合の同意もありますので、問題なしと考え

ます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、農地法第４条申請の逐条審議を

お願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番について、異議ございません。 

議    長   続きまして、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請２件、異議なしとのことでございます。 

         そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

山田  係長   ４ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は３０４㎡、

譲渡人は○○○、○○○○（持分４分の１）、○○○、○○○○（持分４分

の１）、○○○、○○○○（持分４分の１）、○○○、○○○○（持分４分

の１）、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅２棟１０

４㎡、駐車場等３５４㎡、合計４５８㎡、着工日、工事期間は許可日より

１２ヶ月以内、農用地の内外は当初抜となっております。隣接同意、水利

同意はございます。この土地は周辺に住宅が連たんして立地している農地

で、第２種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に田、面積は１５４㎡、譲渡人は○○○、○○○○（持分２分

の１）、○○○○（持分２分の１）、譲受人、使用目的及び規模、着工日、

工事期間は１番と同様、農用地の内外は平成３１年４月９日抜きとなって

おります。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周辺に住宅が連

たんして立地している農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１９７㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場

１９７㎡、着工日、工事期間は許可日より６ヶ月以内、農用地の内外は当

初抜となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周囲

を道路と山林に囲まれた農地で、第２種農地です。４番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕田、面積は１５㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

道路敷き１５㎡、着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、農用地の
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内外は令和２年１月２８日抜きとなっています。隣接同意、水利同意はご

ざいます。この土地は周囲を道路と山林に囲まれた農地で、第２種農地で

す。以上４件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農

地法第５条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議

の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。５条申請を私の方から報告させて頂きます。１番２番、

申請場所は○○○○より北東へ約２５０ｍ、現況は田です。隣接状況及び

周囲への影響としまして、東側・西側・北側は宅地、南側が市道となって

います。水利組合の同意あります。転用理由は、農地の維持管理が困難に

なっていたところ、譲受人からの依頼で、分譲住宅用地として転用するも

のです。転用内容は、分譲住宅２棟、盛土９６cm。排水は、合併処理後、

雨水とともに北側市道側溝へ排水します。この案件につきまして、許可相

当と考えます。３番、申請場所は○○○○より北西へ約９００ｍ、現況は

畑。隣接状況及び周囲への影響は、東側、西側、北側は宅地、南側市道、

地元水利組合連合会と地元水利組合の同意あります。転用理由は、高齢で

営農縮小を考えていたところ、譲受人からの依頼で、駐車場用地として転

用するものです。転用内容は、駐車場３台分、切土盛土なし。雨水は自然

浸透及び北側側溝へ放流します。許可相当と考えます。４番、申請場所は

○○○○より北東へ約１．５ｋｍ、現況は休耕畑。隣接状況は東側・南側

は譲渡人の畑、西側は畑で同意あります。北側は市道です。地元水利組合

連合協議会と地元地区水利組合の同意あります。転用理由は梅を漬け、干

して樽詰する場所が必要となり、その進入路として転用します。 

         転用内容は梅加工場・梅干場、盛土１ｍ。排水は北側新設側溝を経由し東

側水路へ放流します。この案件につきましても、許可相当と考えます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、農地法第５条申請の逐条審議を

お願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番２番については、周りが宅地とのことで一緒にする

とのことです。３番については、○○○○さん子供さん分で３台分ほしい

とのことです。１番２番３番異議ございません。 

議    長   続きまして、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先程の４条申請の梅加工場への進入路で異議ありません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請４件、異議なしとのことでございます。 

         そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号農地法

第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお願い

します。 

山田  係長   ６ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が宅地、面積は１５８㎡、他１筆、合計１６３．７４
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㎡、申請人は○○○、○○○○、申請地は昭和６１年頃に倉庫（○○○－

○）を建築し、その倉庫の敷地（○○○－○）として一体利用され現在に

至っております。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が

畑、現況が宅地、面積は３４㎡、申請人は○○○、○○○○（持分２分の

１）、○○○○（持分２分の１）、申請地は昭和６０年頃に農業用倉庫を建

築し、現在に至っております。以上２件、ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。議案第４号、農地法第２条の規定による農地でない旨の

証明願いについての現地調査報告を行います。１番、この土地は、昭和６

１年に倉庫を建築し、現在もその長男が相続して引き続き活用しています。

東側は雑種地、西側は市道、南側は雑種地、北側は山林と雑種地です。近

隣住民及び地元農業委員の証明もありますので、受理することが妥当であ

ると考えます。２番、この土地は、父が昭和６０年頃に農業倉庫として建

築し、相続が開始されているが未登記のため、相続人連盟の願い出となっ

ております。面積が３４㎡と、農業用倉庫としては小さいものです。北側

は市道に面し、東側は田、南及び西側は畑です。倉庫の中はきちんと整理 

         され、管理されていました。近隣住民及び地元農業委員の証明もあります

ので、受理することが妥当であると考えます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番については、現地調査委員の報告の通りで異議あり

ません。 

議    長   続きまして、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ありません。 

議    長   議案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願い２件、異議

なしとのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号

農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について、事務局の説明をお

願いします。 

山田  係長   議案第５号農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について、農業委

員会等に関する法律第１７条に基づき本市農業委員会の農地利用最適化推

進委員に次の者を委嘱したいので、農業委員会の承認を求めるものでござ

います。推進委員候補者については「田辺市農地利用最適化推進委員選任

に関する規程」に基づき、令和２年４月１３日から５月１２日までの１か

月間、広報４月号及び市ホームページ上等において募集いたしました。そ

の結果、定数２６人に対して、農業者からの推薦による個人推薦は８人、

団体推薦は１４人、応募が４人の合計２６人が申し込まれました。２６人

については、お手元にお配りしている議案に氏名、年齢、担当区域、推薦

者又は推薦団体名、応募の別を記載していますが、ホームページ上におい

ても公表いたしました。推進委員の委嘱に関しては、法律に「農業委員会
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は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから委嘱

しなければならない」と書かれておりまして、皆様から提出された、経歴、

農業経営の状況、推薦者又は推薦団体からの推薦理由又は応募者の応募理

由から判断して、どなたもこの要件は十分に満たしておられると判断して

おります。逆に、「推進委員となることができない者」として、法律に「破

産して未だ復権していない者又は禁固以上の刑に処せられ執行を終わって

いない者」とありますが、この要件に関しては、「推進委員になることがで

きない者」に該当していない旨の宣誓書を２６人全員から提出して頂いて

おりますので、資格要件を欠く候補者は２６人の中には含まれていないも

のと考えております。次に、候補者の選考につきましては、「田辺市農地利

用最適化推進委員候補者選考委員会運営規程」に基づき、市農業委員会が、

瀧本会長を委員長とする推進委員選考委員会に候補者の選考を求めました

ところ、本日１時１５分から選考委員会を開き、その結果、選考委員４人

の合議により、２６人全員を推進委員候補者とすることに決定いたしまし

たことをご報告いたします。以上でございます。よろしくご審議お願い申

し上げます。 

議    長   只今の説明について、何か質問等はございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   それでは、これより一括してお諮りしてもよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、お諮りします。議案書にございます○○○○さん外２５人の候

補者について、農地利用最適化推進委員に委嘱することに異議ございませ

んか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは、２６人の方を農地利用最適化推進委員に委嘱することと

決しました。 

         続きまして、報告第１号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協

議について、事務局からの説明をお願いします。    

片井 企画員   ８ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は５２４㎡の内２．８９㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、賃貸借権の設定、無線基地局工事、

コンクリート柱１本、機器装置一式です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第１号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。 

         続きまして、追加議案がございますが上程させてもらってよろしいでしょ

うか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、報告第１号農地法第１８条第６号の規定による通知について、

事務局の説明をお願いします。 

片井 企画員   １番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、１９

７㎡、賃貸人は○○○、○○○○、相続人、○○○○、賃借人は○○○、
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○○○○、相続人、○○○○、○○○○、○○○○、賃貸借の合意解約を

した日は令和２年５月１７日です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   報告第１号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。 

         それではその他の案件でございます。５月の県の農業会議に提出いたしま

した５条申請２件が無事答申されましたことご報告申し上げます。予定し

ておりました案件がすべて終了しましたが、皆さん方から、何かございま

せんか。なければ、土地対策課からの案件がございますので、説明をお願

いしたいと思います。 

土地対策課 上中係長  地籍調査に係る地目認定について。地籍調査において登記簿上の地目が農 

地である土地に関する地目認定については農業委員会へ通知（照会）する

必要があります。この内容で委員会の了承をいただきたくよろしくお願い

します。 

議    長   はい、それでは、只今の案件について、ご意見ご質問ございませんか。 

         はい、それでは、お諮りいたします。只今の案件について、承認すること

としてよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは、決しました。土地対策課の上中係長さん、ありがとうご

ざいました。無ければ、事務局から報告があればお願いします。 

岡内  局長   次期、農業委員と推進委員の選任につきまして、報告させていただきます。

推進委員につきましては、先程、農業委員会の承認を頂きましたので、結

果を通知することとなります。７月２０日にこの会場に来ていただき、農

業委員会会長より委嘱状をお渡しすることとなります。農業委員につきま

しては、定員１９名の申込みがありました。５月２５日には、農業委員候

補者の評価委員会を開催して、１９人を候補者として市長に報告いたしま

した。６月議会に、人事案件として提案しており７月７日に審議され、７

月２０日に市長より任命されることとなっております。７月２０日の日程

につきましては、午後２時よりこの会場で、農業委員の任命式、総会にお

いて会長・副会長・職務代理者の役員の決定、３時３０分より推進委員に

委嘱状を会長よりお渡しし、業務の内容についてお話いたします。 

議    長   説明わかりましたでしょうか。何かございますか。なければ、長時間に亘

り慎重にご審議いただきまして有難うございました。 

 

 

午後２時５５分終了 

 

 


